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第
１
回
定
例
会
に
意
見
書
11
件
が
提

案
さ
れ
、
７
件
が
可
決
さ
れ
た
。
要
旨

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ω
輸
入
牛
肉
の
安
全
性
確
保
に
関
す
る

意
見
書

昨
年
カ
ナ
ダ
及
び
米
国
で
Ｂ
Ｓ
Ｅ
に

感
染
し
た
牛
が
発
見
さ
れ
、
日
本
国
内

の
消
費
者
は
も
と
よ
り
流
通
業
界
、
外

食
産
業
の
経
営
や
雇
用
に
対
し
て
も
大

き
な
衝
撃
を
与
え
て
い
る
。
特
に
、
我

が
国
の
牛
肉
消
費
量
の
３
割
を
占
め
る

米
国
に
お
い
て
Ｂ
Ｓ
Ｅ
が
発
生
し
た
こ

と
は
、
今
後
の
国
内
の
牛
肉
消
費
に
大

き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
。
今
後
新
た

に
海
外
で
Ｂ
Ｓ
Ｅ
が
発
見
さ
れ
る
な
ら

ば
、消
費
者
が
安
心
し
、ま
た
安
定
し
た

牛
肉
消
費
を
続
け
る
こ
と
は
困
難
な
情

勢
と
な
る
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、

消
費
者
の
安
全
な
食
生
活
の
確
保
の
た

め
、
左
記
の
事
項
を
含
む
政
策
の
早
急

な
実
施
を
行
う
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

記

１
　
輸
入
牛
肉
に
対
し
、
国
際
獣
疫
事

務
局
（
Ｏ
Ｉ
Ｅ
）
の
定
め
る
基
準
に
応

じ
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
済
み
表
示
を
義
務
づ

け
る
こ
と
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に

全
頭
検
査
を
行
う
よ
う
要
望
す
る
こ

と
。

２
　
ア
メ
リ
カ
で
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
発
生
に
よ

り
影
響
の
生
じ
た
加
工
、
流
通
、
小
売
、

飲
食
等
関
係
業
者
に
対
し
、
必
要
か
つ

十
分
な
経
営
支
援
措
置
を
行
う
こ
と
。

３
　
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
し
て
、
Ｂ
Ｓ

Ｅ
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
に
取

り
組
み
、
消
費
者
の
冷
静
な
消
費
活
動

が
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

Ω
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
見
直
し

を
求
め
る
意
見
書

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
よ
り
、

地
方
自
治
体
が
負
担
し
て
い
る
収
集
・

選
別
・
保
管
等
の
費
用
は
、
事
業
者
が

負
担
し
て
い
る
再
商
品
化
費
用
の
約
３

倍
に
も
な
っ
て
お
り
、
分
別
収
集
に
積

極
的
に
取
り
組
む
地
方
自
治
体
の
財
政

を
圧
迫
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
制

度
で
は
、
事
業
者
が
真
剣
に
ご
み
減
量

に
取
り
組
む
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か

ず
、
法
の
目
的
と
す
る
発
生
抑
制
・
減

量
の
効
果
は
不
十
分
で
あ
り
、
逆
に
環

境
へ
の
負
荷
が
低
い
こ
と
が
明
ら
か
な

リ
タ
U
ナ
ブ
ル
容
器
の
激
減
に
拍
車
を

か
け
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
は
、
収
集
・
選
別
等
の
費
用

が
製
品
価
格
に
適
正
に
内
部
化
さ
れ
な

い
現
行
制
度
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
循
環
型
社
会
形
成
推

進
基
本
法
で
規
定
し
て
い
る
発
生
抑

制
、
再
使
用
、
再
生
利
用
の
優
先
順
位

及
び
拡
大
生
産
者
責
任
の
原
則
を
徹
底

す
る
た
め
、
左
記
の
と
お
り
、
容
器
包

装
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
早
急
な
見
直
し
を

行
う
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

記

１
　
拡
大
生
産
者
責
任
の
原
則
を
よ
り

徹
底
・
強
化
し
、現
在
地
方
自
治
体
が
負

担
し
て
い
る
収
集
・
選
別
・
保
管
等
の

費
用
を
事
業
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
。

２
　
発
生
抑
制
、
再
使
用
、
再
生
利
用

の
優
先
順
位
で
推
進
す
る
、
経
済
的
並

び
に
規
制
的
手
法
（
容
器
製
造
時
課
徴

金
や
デ
ポ
ジ
ッ
ト
制
度
、
自
動
販
売
機

へ
の
規
制
等
）
を
法
制
化
す
る
こ
と
。

Ω
被
災
者
の
公
的
支
援
強
化
を
求
め
る

意
見
書

阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
本
年
１
月

17
日
で
９
周
年
を
迎
え
た
。
10
年
目
に

入
っ
た
被
災
地
で
は
、
仮
設
住
宅
は
既

に
解
消
し
、
住
ま
い
や
店
舗
は
再
建
さ

れ
て
一
見
順
調
に
復
興
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
生
活

の
再
建
は
確
立
し
て
い
な
い
ば
か
り

か
、
歳
月
を
経
て
被
災
地
で
は
新
た
な

不
安
が
生
ま
れ
、
格
差
が
開
き
つ
つ
あ

る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
契
機
に
98

年
、「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
」
が

つ
く
ら
れ
、
来
年
度
は
被
災
地
の
切
実

な
声
を
受
け
て
同
法
に
「
居
住
安
定
支

援
制
度
」
が
創
設
さ
れ
る
が
、
住
宅
本

体
の
建
築
費
な
ど
は
対
象
外
で
あ
り
、

し
か
も
年
収
や
年
齢
な
ど
で
使
途
に
厳

し
い
制
限
が
あ
っ
て
望
ま
し
い
「
住
宅

再
建
支
援
制
度
」
と
は
ほ
ど
遠
い
内
容

に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会

は
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
今
こ
そ

実
効
性
の
あ
る「
住
宅
再
建
支
援
制
度
」

な
ど
、
す
べ
て
の
被
災
者
の
生
活
基
盤

回
復
の
た
め
、
公
的
支
援
の
立
法
措
置

を
講
ず
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

Ω
65
歳
ま
で
働
け
る
雇
用
環
境
の
整
備

を
求
め
る
意
見
書

日
本
は
、
Á
年
に
は
総
人
口
の
約
３

人
に
１
人
が
、
60
歳
以
上
の
高
齢
者
と

な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
我
が

国
の
経
済
社
会
の
活
力
を
維
持
す
る
た

め
に
は
、
意
欲
と
能
力
が
あ
る
限
り
年

齢
に
か
か
わ
り
な
く
働
き
続
け
る
こ
と

の
で
き
る
社
会
の
実
現
を
図
り
、
で
き

る
だ
け
多
く
の
高
齢
者
が
経
済
社
会
の

支
え
手
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
い

る
。よ
っ
て
、本
市
議
会
は
、
国
会
及
び

政
府
に
対
し
、「
団
塊
の
世
代
」
の
高

齢
化
や
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の

引
き
上
げ
な
ど
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
が

何
ら
か
の
形
で
65
歳
ま
で
働
き
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
左

記
の
よ
う
な
定
年
年
齢
の
引
上
げ
や
継

続
雇
用
制
度
の
義
務
化
を
初
め
と
す
る

法
的
整
備
や
再
就
職
促
進
策
な
ど
の
高

齢
者
の
雇
用
環
境
整
備
等
、
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

記

１
　
若
年
労
働
者
の
安
定
雇
用
に
配
慮

し
つ
つ
定
年
年
齢
の
引
上
げ
ま
た
は
原

則
希
望
者
全
員
を
対
象
と
す
る
継
続
雇

用
制
度
の
導
入
を
企
業
に
義
務
づ
け
る

よ
う
に
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正

を
行
う
こ
と
。

２
　
厳
し
い
経
営
環
境
等
を
考
慮
し
、

労
使
双
方
の
意
見
に
耳
を
傾
け
、
こ
れ

ら
の
制
度
の
導
入
に
向
け
た
事
業
主
の

取
り
組
み
に
対
す
る
財
政
上
の
支
援
策

を
講
じ
る
な
ど
、
円
滑
な
制
度
の
導

入
・
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

３
　
高
齢
期
に
お
け
る
多
様
な
ニ
U
ズ

に
対
応
し
た
雇
用
・
就
業
機
会
が
確
保

さ
れ
る
よ
う
、
短
時
間
勤
務
の
導
入
や

多
様
就
業
型
ワ
U
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の

導
入
に
つ
い
て
支
援
策
を
講
じ
る
こ

と
。

４
　
民
間
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
連
携
を

図
り
つ
つ
、
職
業
紹
介
等
の
就
労
に
関

す
る
相
談
、
就
労
機
会
の
提
供
、
情
報

提
供
の
ハ
ロ
U
ワ
U
ク
の
総
合
的
な
就

労
支
援
を
拡
充
す
る
こ
と
。

Ω
マ
ン
シ
ョ
ン
対
策
の
充
実
強
化
を
求

め
る
意
見
書

マ
ン
シ
ョ
ン
（
３
階
建
て
以
上
の
中

高
層
集
合
住
宅
）
の
数
は
都
市
部
を
中

心
に
毎
年
増
加
し
、
今
後
は
都
市
部
や

地
方
を
問
わ
ず
国
民
の
主
要
な
居
住
形

態
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
て

い
る
。
建
物
の
区
分
所
有
法
や
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適
正
化
法
で
は
、
管
理
組
合

や
区
分
所
有
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の

主
体
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る

が
、
一
定
の
業
務
水
準
に
達
し
て
い
な

い
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
い
る
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
適
正
な
管
理
運
営
が
確

保
さ
れ
て
い
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
る

こ
と
を
マ
ス
コ
ミ
報
道
な
ど
で
も
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
、マ
ン
シ
ョ

ン
が
都
市
に
お
け
る
最
も
効
果
的
な
土

地
利
用
で
あ
り
、
か
つ
一
つ
の
地
域
や

地
区
に
相
当
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ

平
成
16
年
度
各
会
計
予
算
案
に
は
、
議
会
か
ら
総
括
意
見
並
び
に
17
項
目
の
意
見
が

付
け
ら
れ
、
今
後
の
予
算
執
行
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
及
び
課
題
と
さ
れ
た
。
（
総

括
意
見
、
付
帯
意
見
の
全
文
は
４
面
に
掲
載
）

ま
た
、３
月
４
日
の
本
会
議
で
は
、４
交
渉
会
派（
所
属
議
員
３
人
以
上
の
会
派
）に
よ

る
、本
予
算
に
関
す
る
代
表
質
疑
が
行
わ
れ
た
。（
代
表
質
疑
の
要
旨
は
５
面
に
掲
載
）

その他
67億5,627万8千円
（12.3％）

その他
10億391万円
（1.8％）

公債費
44億3,389万1千円
（8.1％）

教育費
71億1,434万4千円
（13.0％）

議会費
4億6,385万3千円
（0.8％）

総務費
87億1,046万8千円
（15.9％）

民生費
212億2,904万2千円
（38.7％）

衛生費
42億3,286万6千円
（7.7％）

土木費
51億4,097万6千円
（9.4％）

消防費
25億1,181万7千円
（4.6％）市税

322億690万2千円
（58.7％）

国庫支出金
60億3,914万9千円
（11.0％）

都支出金
44億756万5千円
（8.0％）

市債
21億2,000万円
（3.9％）

地方消費税交付金
18億5,332万3千円
（3.4％）

地方特例交付金
14億5,795万円
（2.7％）

〈市税の内訳〉
・市民税　　　156億1,010万8千円
・固定資産税　124億5,881万8千円
・都市計画税　  23億4,044万4千円
・市たばこ税　  13億   372万3千円
　　　　　　　　　　　　　　　等

歳入
548億4,116万7千円

歳出
548億4,116万7千円

意
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書

意
見
書

意
見
書

意
見
書

意
見
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意
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意
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意
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意
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意
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意
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意
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要
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要
旨
）

（
要
旨
）

（
要
旨
）

（
要
旨
）

（
要
旨
）

（
要
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要
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要
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る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
・
ガ
ス
・

上
下
水
道
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
及
び
道

路
、階
段
、公
園
等
々
の
共
有
部
分
に
対

す
る
課
税
や
諸
費
用
負
担
な
ど
に
お
い

て
、戸
建
て
住
宅
と
比
べ
、区
分
所
有
者

が
不
利
な
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
面

が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の

改
善
が
必
要
で
あ
る
。よ
っ
て
、
本
市

議
会
は
、国
会
及
び
政
府
に
対
し
、ま
す

ま
す
増
大
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
マ

ン
シ
ョ
ン
環
境
の
改
善
及
び
区
分
所
有

者
の
権
利
と
福
祉
が
消
費
者
保
護
の
観

点
か
ら
確
立
さ
れ
て
い
く
よ
う
、
左
記

の
マ
ン
シ
ョ
ン
対
策
に
つ
い
て
一
層
の

充
実
強
化
を
強
く
求
め
る
。

記

１
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
適
正
化
を
推

進
す
る
た
め
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体

は
、
管
理
組
合
や
区
分
所
有
者
へ
の
必

要
な
情
報
提
供
や
相
談
対
応
等
の
支
援

体
制
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

２
　
大
規
模
修
繕
や
建
て
か
え
を
適
正

か
つ
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
適
正
な

長
期
修
繕
計
画
の
策
定
及
び
修
繕
積
立

金
等
の
積
み
立
て
を
促
進
す
る
施
策
を

講
じ
る
こ
と
。

３
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
運
営
の
適
正

化
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
指
定
団
体
を
通

じ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
に
適
切
な

指
導
を
行
う
等
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業

者
の
資
質
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

４
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
資
産
価
値
を
維
持

す
る
観
点
か
ら
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組

合
に
対
す
る
支
援
の
充
実
を
図
る
と
と

も
に
、
区
分
所
有
者
の
立
場
に
立
っ
た

マ
ン
シ
ョ
ン
供
給
者
や
管
理
業
者
の
育

成
等
に
努
め
る
こ
と
。

５
　
敷
地
内
の
道
路
、
公
園
及
び
廊
下

等
の
共
用
部
分
に
関
し
、
地
域
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
利
用
と
負
担
を
踏

ま
え
、
当
該
部
分
に
対
す
る
固
定
資
産

税
等
の
税
及
び
電
力
や
上
下
水
道
布
設

に
つ
い
て
、
住
民
の
負
担
が
戸
建
て
住

宅
と
比
べ
不
利
に
な
ら
な
い
取
り
扱
い

を
図
る
こ
と
。

Ω
公
立
保
育
所
運
営
費
の
都
負
担
金
カ

ッ
ト
分
と
同
額
の
財
源
措
置
を
求
め

る
意
見
書

政
府
が
進
め
る
「
三
位
一
体
改
革
」

の
一
環
と
し
て
、
国
庫
補
助
負
担
金
の

廃
止
・
縮
小
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
‰

年
度
は
「
１
兆
円
」
を
削
減
す
る
と
い

う
小
泉
首
相
の
指
示
で
、
各
省
が
対
象

事
業
を
提
案
し
、
結
果
と
し
て
、
新
年

度
に
公
立
保
育
所
運
営
費
の
国
庫
補
助

が
廃
止
さ
れ
、
一
般
財
源
化
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
公
立
保
育
所
運
営
費
の

う
ち
、
従
来
の
国
庫
負
担
分
（
２
分
の

１
）
は
新
設
す
る
「
所
得
譲
与
税
」
で

見
る
。
残
り
の
都
道
府
県
及
び
区
市
町

村
分
（
２
分
の
１
）
は
地
方
交
付
税
で

見
る
。
こ
れ
が
政
府
の
基
本
方
針
で
あ

る
。
今
回
の
政
府
の
方
針
に
よ
り
、
国

の
負
担
分
が
廃
止
に
な
る
と
と
も
に
、

都
道
府
県
の
負
担
分
（
４
分
の
１
、
三

鷹
市
で
は
１
億
２
千
万
円
）
も
廃
止
と

な
る
見
込
み
で
あ
り
、
新
年
度
の
都
予

算
案
に
も
当
該
負
担
分
が
計
上
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
何
の
保
障

も
な
し
に
実
行
に
移
さ
れ
る
な
ら
、
本

市
の
よ
う
に
、
地
方
交
付
税
の
交
付
が

見
込
め
な
い
自
治
体
に
お
い
て
は
、
新

た
な
多
額
の
財
政
負
担
が
生
じ
る
。
公

立
保
育
所
事
業
を
地
方
交
付
税
の
不
交

付
団
体
で
一
層
推
進
し
て
い
く
た
め
に

は
、
従
来
都
が
担
っ
て
き
た
負
担
分
に

つ
い
て
、
引
き
続
き
財
政
的
支
援
が
図

ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
平
成
16

年
１
月
30
日
付
け
で
、
三
鷹
市
長
か
ら

都
知
事
に
緊
急
要
望
書
も
出
さ
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
東
京
都

に
対
し
て
、
国
の
公
立
保
育
所
運
営
費

の
一
般
財
源
化
に
当
た
り
、
公
立
保
育

所
事
業
維
持
・
拡
充
を
進
め
る
立
場
に

立
っ
て
、
地
方
交
付
税
の
不
交
付
団
体

に
対
し
て
、
都
が
従
来
負
担
し
て
い
た

額
と
同
額
の
明
確
な
財
源
措
置
を
新
年

度
か
ら
行
う
よ
う
強
く
求
め
る
。

Ω
高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
制
定
に
関
す

る
意
見
書

高
齢
化
時
代
を
迎
え
、
高
齢
者
が
地

域
の
中
で
、
人
間
と
し
て
の
誇
り
を
持

ち
生
活
し
て
い
け
る
社
会
を
構
築
す
る

必
要
が
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、家
庭
や

病
院
・
施
設
に
お
い
て
高
齢
者
の
虐
待

被
害
が
少
な
く
な
い
。
現
在
の
法
制
度

で
は
、
家
庭
や
施
設
内
に
は
法
の
効
力

が
及
び
に
く
く
、
虐
待
が
「
野
放
し
」

に
な
っ
て
い
る
。
高
齢
者
虐
待
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
包
括
的
に
取
り
扱
う
法

律
が
な
い
。こ
う
し
た
中
、国
は
よ
う
や

く
高
齢
者
虐
待
に
関
す
る
全
国
調
査
を

開
始
し
た
。
虐
待
問
題
に
対
応
す
る
た

め
に
は
、
全
国
調
査
な
ど
の
結
果
を
踏

ま
え
、
相
談
セ
ン
タ
U
の
設
置
、
通
告

制
度
及
び
保
護
ル
U
ト
の
確
立
、
再
発

防
止
な
ど
を
内
容
と
し
た
高
齢
者
虐
待

防
止
に
関
す
る
法
律
の
制
定
が
急
務
で

あ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
へ
の
虐
待
は
、
介

護
者
の
精
神
的
・
肉
体
的
負
担
に
起
因

す
る
こ
と
が
多
く
、
介
護
者
の
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
の
支
援
制
度
の
充
実
な

ど
地
域
に
お
け
る
総
合
的
な
介
護
サ
U

ビ
ス
基
盤
の
充
実
が
重
要
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府

に
対
し
、高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
制
定
、

及
び
介
護
者
へ
の
支
援
制
度
の
充
実
強

化
を
図
る
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
。

※　平成16年度予算では、住民税等減税補てん債の全額借換えのための経費が、歳入の市債と歳出の公債費に重複計上されている。
円グラフでは、この重複計上を除いた実質的な数値を使用した。


